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告 示

北海道告示第４５２号

北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例（平成１５年北海道条例第３５号）第１８
条の規定により、次の水域を水域利用調整区域に指定した。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 石狩浜海水浴場
� 区域
おおむね次のＡ点、Ｂ点、Ｃ点及びＤ点を結んだ線内であって、北海道プレジャー

ボート等の事故防止等に関する条例施行規則（平成１６年北海道規則第２３号。以下「規
則」という。）第１０条第４項に規定される浮標及び立標に囲まれた区域
（Ａ点） 石狩市道２丁目線の北西方向延長線（以下「基線１」という。）と海岸線が

交差する地点から石狩河口方向へ海岸線に沿い８００�の地点
（Ｂ点） Ａ点から基線１に平行する直線上の沖合８０�の地点
（Ｃ点） 基線１と海岸線が交差する地点から東埠頭方向へ海岸線沿い１００�の地点
（Ｄ点） Ｃ点から基線１に平行する直線上の沖合８０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期間
平成２６年６月２８日から同年８月１７日まで

２ おたるドリームビーチ海水浴場水域
� 区域
おおむね次のＡ点、Ｂ点、Ｃ点及びＤ点を結んだ線内であって、規則第１０条第４項に
規定される浮標及び立標に囲まれた区域
（Ａ点） 小�市道大浜海水浴場通線の北西方向延長線（以下「基線２」という。）と

海岸線が交差する地点から新川河口方向へ海岸線に沿い１５０�の地点
（Ｂ点） Ａ点から基線２に平行する直線上の沖合方向１１０�の地点
（Ｃ点） 基線２と海岸線が交差する地点から星置川河口方向へ海岸線に沿い９５０�の

地点
（Ｄ点） Ｃ点から基線２に平行する直線上の沖合方向１１０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期間
平成２６年６月２８日から同年８月３１日まで

３ サンセットビーチ銭函海水浴場水域
� 区域
おおむね次のＡ点、Ｂ点、Ｃ点及びＤ点を結んだ線内であって、規則第１０条第４項に
規定される浮標及び立標に囲まれた区域
（Ａ点） 小�市銭函３丁目５６番地東端境界線の北西方向延長線（以下「基線３－１」

という。）と海岸線が交差する地点から小�市街地方向へ海岸線に沿い９０�の
地点

（Ｂ点） Ａ点から基線３－１に平行する直線上の沖合方向１７０�の地点
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（Ｃ点） 小�市銭函３丁目５１番地８西端境界線の北西方向延長線（以下「基線３－
２」という。）と海岸線が交差する地点

（Ｄ点） 基線３－２上で、Ｃ点から沖合方向２００�の地点
� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期間
平成２６年７月１日から同年８月３１日まで

４ 銭函ヨットハ－バ－
� 区域
おおむね次のＡ点、Ｂ点、Ｃ点及びＤ点を結んだ線内であって、規則第１０条第４項に
規定される浮標及び立標に囲まれた区域
（Ａ点） 小�市銭函３丁目５１番地８西端境界線の北西方向延長線（以下「基線４－

１」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｂ点） 基線４－１上で、Ａ点から沖合方向２００�の地点
（Ｃ点） 小�市銭函３丁目３９８番地北東端境界線の北北西方向延長線（以下「基線

４－２」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｄ点） 基線４－２上で、Ｃ点から沖合方向２３０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期間
平成２６年６月２８日から同年８月３１日まで

５ 銭函海水浴場水域
� 区域
おおむね次のＡ点、Ｂ点、Ｃ点及びＤ点を結んだ線内であって、規則第１０条第４項に
規定される浮標及び立標に囲まれた区域
（Ａ点） 小�市銭函３丁目３９８番地北東端境界線の北北西方向延長線（以下「基線

５」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｂ点） 基線５上で、Ａ点から沖合方向２３０�の地点
（Ｃ点） Ａ点から小�市街地方向へ海岸線に沿い４８０�の地点
（Ｄ点） Ｃ点から基線５に平行する直線上の沖合２１０�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期間
平成２６年７月５日から同年８月３１日まで

６ 蘭島海水浴場、水産動植物増殖施設水域
� 区域
おおむね次のＡ点、Ｂ点、Ｃ点、Ｄ点、Ｅ点、Ｆ点、Ｇ点、Ｈ点、Ｉ点、Ｊ点、Ｋ点、
Ｌ点及びＭ点を結んだ線内であって、規則第１０条第４項に規定される浮標及び立標に囲
まれた区域
（Ａ点） 小�市蘭島１丁目３３８番地４と小�市蘭島１丁目３３９番地１の境界線（以下

「基線６－１」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｂ点） Ａ点から小�市街地方向へ海岸線に沿い５００�の地点
（Ｃ点） 小�市蘭島１丁目１０２番地４と小�市蘭島１丁目１０２番地７の境界線（以下

「基線６－２」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｄ点） 基線６－２上で、Ｃ点から沖合方向３５０�の地点
（Ｅ点） 小�市蘭島１丁目９７番地と国有地の境界線（以下「基線６－３」という。）

と海岸線が交差する地点
（Ｆ点） 基線６－３上で、Ｅ点から沖合方向１５０�の地点
（Ｇ点） 基線６－２上で、Ｃ点から沖合方向１５０�の地点
（Ｈ点） Ｂ点から基線６－１に平行する直線上の沖合方向１００�の地点
（Ｉ点） 小�市蘭島１丁目３３２番地２と小�市蘭島１丁目３３３番地５の境界線（以下

「基線６－４」という。）と海岸線が交差する地点
（Ｊ点） 基線６－４上で、Ｉ点から沖合方向３５０�の地点
（Ｋ点） 基線６－１上で、Ａ点から沖合方向４００�の地点
（Ｌ点） Ａ点から余市方向へ海岸線に沿い１８０�の地点
（Ｍ点） Ｌ点から余市方向へ海岸線に沿い２００�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期間
平成２６年７月１１日から同年８月２４日まで

７ 浜中・モイレ海水浴場水域
� 区域
おおむね次のＡ点、Ｂ点、Ｃ点、Ｄ点、Ｅ点及びＦ点を結んだ線内であって、規則第

１０条第４項に規定される浮標及び立標に囲まれた区域
（Ａ点） 余市町道旧役場線東方向延長線（以下「基線７」という。）と海岸線が交差

する地点から余市川河口方向へ海岸線に沿い２０�の地点
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（Ｂ点） Ａ点から基線７に平行する直線上の沖合１００�の地点
（Ｃ点） 基線７と海岸線が交差する地点からヌッチ川河口方向へ海岸線に沿い１５０�

の地点
（Ｄ点） Ｃ点から基線７に平行する直線上の沖合１００�の地点
（Ｅ点） Ｃ点からヌッチ川河口へ海岸線沿いに３３０�の地点
（Ｆ点） Ｅ点から基線７に平行する直線上の沖合１００�の地点

� 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使
用して行われるレクリエーション活動の禁止

� 期間
平成２６年７月１８日から同年８月１７日まで

北海道告示第４５３号

次のとおり随意契約の相手方を決定した
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る役務の名称及び数量
防災情報システム保守委託業務 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２６年３月３１日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 日本電気株式会社
� 住 所 東京都港区芝五丁目７番１号
４ 随意契約に係る契約金額
３８，５５６，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部危機対策局危機対策課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第４５４号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定に
より、次のとおり指定区域として指定する。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ � 指 定 番 号 第３０９号

� 指定の区域 伊達市南黄金町３０番２
� 埋立地の区分 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令３００号。

以下「政令」という。）第１３条の２第３号イ及び廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「省
令」という。）第１２条の３１第１号

２ � 指 定 番 号 第３１０号
� 指定の区域 伊達市南黄金町１４番１、１６番１、１７番１（以上３筆について次の

図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

３ � 指 定 番 号 第３１１号
� 指定の区域 伊達市北黄金町４９番４１８（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

４ � 指 定 番 号 第３１２号
� 指定の区域 伊達市松ヶ枝町１６２番１３、２２、２３、２４、２５、３１（以上６筆につい

て次の図に示す部分に限る。）、２０、２１、２８、２９、３０
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

５ � 指 定 番 号 第３１３号
� 指定の区域 伊達市西関内町３４３番３、３４４番、３５３番２（以上３筆について次

の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

６ � 指 定 番 号 第３１４号
� 指定の区域 伊達市上館山町６２番３（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第２号

７ � 指 定 番 号 第３１５号
� 指定の区域 伊達市上館山町６２番３（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第２号

８ � 指 定 番 号 第３１６号
� 指定の区域 伊達市上館山町６２番１
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

９ � 指 定 番 号 第３１７号
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� 指定の区域 伊達市上館山町１７９番６、１８４番２（以上２筆について次の図に示
す部分に限る。）

� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号
１０ � 指 定 番 号 第３１８号

� 指定の区域 伊達市東有珠町１６６番１（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

１１ � 指 定 番 号 第３１９号
� 指定の区域 伊達市上館山町２８３番１（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

１２ � 指 定 番 号 第３２０号
� 指定の区域 苫小牧市字静川３番２、１２番８（以上２筆について次の図に示す

部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

１３ � 指 定 番 号 第３２１号
� 指定の区域 室蘭市中島本町２丁目４８番１地先、４８番１、４８番５地先（以上３

筆について次の図に示す部分に限る。）、４８番５、６
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

１４ � 指 定 番 号 第３２２号
� 指定の区域 登別市登別港町１丁目１１番（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

１５ � 指 定 番 号 第３２３号
� 指定の区域 登別市千歳町５丁目３番（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

１６ � 指 定 番 号 第３２４号
� 指定の区域 登別市千歳町５丁目１０番１、２、３、４、５、６、７、８、９、

１０、１１、１２、１３、１４、１５、２１、２２、２３、２４、２５、１１番１、２、３、
４、５、６、８、１２番１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、
１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、１３番１、２、３、
４、５、６、７、１４番１、２、３、４、５、６、７、８、１５番１

� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号
１７ � 指 定 番 号 第３２５号

� 指定の区域 登別市中登別町２１１番１、３、４、２１４番１（以上４筆について次
の図に示す部分に限る。）

� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号
１８ � 指 定 番 号 第３２６号

� 指定の区域 登別市来馬町５３８番１３（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第２号

１９ � 指 定 番 号 第３２７号
� 指定の区域 登別市富浦町２２３番１（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

２０ � 指 定 番 号 第３２８号
� 指定の区域 白老郡白老町字北吉原３６３番１５、６５５番１（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

２１ � 指 定 番 号 第３２９号
� 指定の区域 白老郡白老町字北吉原６５５番１（次の図に示す部分に限る。）、

６５５番２
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

２２ � 指 定 番 号 第３３０号
� 指定の区域 苫小牧市字勇払１４５番４９（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道環境生活部環境局循環型社会推進課及び北海
道胆振総合振興局保健環境部環境生活課に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４５５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借 ２０台分 一式

２ 落札を決定した日
平成２５年８月７日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 大丸藤井株式会社
� 住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地
４ 落札金額
６９，８２５円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
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平成２５年７月１２日付け北海道告示第４７２号
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道環境生活部環境局生物多様性保全課

� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第４５６号

北海道青少年健全育成条例（昭和３０年北海道条例第１７号）第１６条第１項第３号の規定によ

り、次の図書類を有害図書類として指定する。

平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

図書類
の種別

図書コード 図 書 類 の 名 称 発行所、制作所、受審会社等

書 籍 ９７８４５７５３０６７４３ 激撮！歌舞伎町２４時 平成２６年５月２５日発行 株 式 会 社 双 葉 社

雑 誌 ０１８０５－０７ 裏モノ JAPAN７月号 平成２６年７月１日発行 株 式 会 社 鉄 人 社

書 籍 ９７８４８８７１８６１８５ 今どきの拷問術・増補版 平成１３年１０月２０日発行 株 式 会 社 デ ー タ ハ ウ ス

同 ９７８４８８７１８８３６６ ドラッグの教科書 平成１７年１０月１０日発行 株 式 会 社 デ ー タ ハ ウ ス

指定の理由 著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等で

あって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため

北海道告示第４５７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、音更町土地改良区から、

次のとおり役員の退任の届出があった。

平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所

平成２６．４．１５ 理 事 清 都 善 章 河東郡音更町字然別北５線西４２番地

北海道告示第４５８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区

の定款の変更を認可した。

平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

認可年月日 土地改良区名

平成２６．５．２９ 浦臼土地改良区

同 ２６．６．２ 当別土地改良区

同 栗山土地改良区
同 永山土地改良区

北海道告示第４５９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、平成２６年６月５日、浦
臼土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更を認可した。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４６０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第１８条第１６項の規定に
より、夕張川水系土地改良区連合から、次のとおり役員の就任の届出があった。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２６．５．２３ 理 事 佐々木 真 吾 夕張市沼ノ沢６０９番地２
同 監 事 平 田 真 一 夕張郡長沼町東４線北１８番地

北海道告示第４６１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（斜
きよ

里地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、土層改良、暗渠排水、区画整
理））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道オホーツク総合振興局に備え置いて、平成２６年６月２４日から２０日
間、一般の縦覧に供する。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４６２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 厚岸郡厚岸町筑紫恋１４・４９（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備

４４北 海 道 公 報 第����号平成２６年６月２０日（金曜日）



３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る立木の伐採を禁止する。
イ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路総合振
興局産業振興部林務課及び厚岸町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４６３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除に係る保安林の所在場所 函館市川汲町２０８６（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除に係る保安林の所在場所 函館市川汲町２０８６（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道渡島総合振興局産業振興部林務課及び函館市
役所の掲示場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４６４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

岩内郡共和町・厚岸郡浜中町（以上２町について次の
図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４６５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
浦河郡浦河町・様似郡様似町・幌泉郡えりも町（以
上３町について次の図に示す部分に限る。）

かん

� 保安林として指定された目的 水源の涵養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 次の森林については、主伐は、択伐による。
浦河町・様似町・えりも町（以上３町について次の図に示す部分に限る。）


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

二海郡八雲町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐に係る伐採種は、定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

幌泉郡えりも町・厚岸郡厚岸町（以上２町について
次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
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� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 霧害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 次の森林については、主伐は、択伐による。
厚岸町（次の図に示す部分に限る。）


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

５� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

浦河郡浦河町・厚岸郡厚岸町（以上２町について次
の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 次の森林については、主伐は、択伐による。
浦河町（次の図に示す部分に限る。）、厚岸町


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局及
び振興局の産業振興部林務課並びに関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４６６号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２６年６月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭山手町２丁目４（－３－１３５－１７７５）

２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市山手町２丁目（次の図のとおり）

３ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

４ 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
（「次の図」は省略し、その図面を北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

総合振興局告示及び振興局告示

北海道オホーツク総合振興局告示第８２号

平成２６年北海道オホーツク総合振興局告示５６号（特定調達契約に係る落札者等の公示）の
一部を次のように改正する。
平成２６年６月２４日

北海道オホーツク総合振興局長 森 田 良 二
告示本文中「一般競争入札により落札者」の次に「及び随意契約の相手方」を加える。
１の事項中「落札」の次に「及び随意契約」を加える。
２の事項を次のように改める。
２ 落札及び随意契約の相手方を決定した日
平成２６年３月７日
３の事項中「落札者」の次に「及び随意契約の相手方」を加える。
４の事項中「落札金額」の次に「及び随意契約に係る契約金額」を加える。
５の事項及び６の事項を次のように改める。
５ 契約の相手方を決定した手続
� １の�から�まで、�及び� 一般競争入札
� １の� 随意契約
６ 一般競争入札の公告及び随意契約によった理由
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� 一般競争入札の公告
平成２６年１月２４日付け北海道オホーツク総合振興局告示第３号

� 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による。

北 海 道 公 報 第����号 ４７平成２６年６月２０日（金曜日）


